
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

  
告
 
示
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
 

た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
〇

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
五
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
〇

 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
一

 

 
公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
一

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
二

 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
二

 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
二

 

○
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
二

 

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件
三
件
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
三

 

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
決
定
す
る
件
四
件
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
四

 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
五

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
十

月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報

管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

（
仮
称
）
ザ
・
ビ
ッ
グ
福
島
鎌
田
店
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
熊
ノ
前
三
十
二
番
一
ほ
か
  

二
  変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
 

２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で
 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

有
限
会
社
ケ
ー
デ
ィ
ー
エ
ス
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情

報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

イ
オ
ン
福
島
店
 
福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
三
十
五
番
地
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
商
工
観
光

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
 
福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
十
一
番

地
ほ
か
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二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商

工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

相
馬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
 
福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
八
十
八
番
地
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光

部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ
 
福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工

観
光
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー
 
福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
一
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
田
北
地
区
に
係
る
県
営
農
業
農
村
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
を
行
う

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
縦
覧
に
供
す
る
書
類
 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
 

二
 
縦
覧
の
期
間
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
 

同
 
 
 
 
年
十
一
月
十
二
日
ま
で
 

三
 
縦
覧
の
場
所
 

猪
苗
代
町
役
場
及
び
磐
梯
町
役
場
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
二
百
九
十
八
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
一
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
食
べ
て
つ
な
が
ろ
う
西
会
津
の
会
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

三
留
 
弘
法
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島
字
西
林
乙
五
千
百
九
十
五
番
地
三
 
西
林
東
住
宅
四
〇
三
号
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
り
、
西
会
津
町
お
よ
び
福
島
県
農
産
業
者
は
か
 

（
二
十
二
日
間
）
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つ
て
な
い
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
全
国
の
消
費
者
及
び
福
島
県
西
会
津
町

農
産
業
者
に
対
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
事
業
や
農
村
漁
村
又
は
中
山
間
地
域
の
振
興
を
図
る
活

動
及
び
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
る
活
動
事
業
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
全
国
の
消
費
者
と
西
会
津
町

農
産
業
者
の
交
流
促
進
を
促
し
、
全
国
の
消
費
者
に
対
し
て
は
西
会
津
町
の
農
産
物
は
お
い
し
く
安

全
で
あ
る
と
い
う
認
知
と
、
西
会
津
町
農
産
業
者
に
対
し
て
は
農
産
業
を
継
続
発
展
し
て
営
む
希
望

を
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
九
十
九
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢
あ
る
き
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

森
田
 
ま
ゆ
み
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
藤
室
字
藤
室
南
百
八
十
九
番
地
一
号
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
が
い
児
・
者
に
対
す
る
療
育
・
支
援
を
行
な
う
と
と
も
に
、
障
が
い
児
・

者
に
関
す
る
社
会
一
般
へ
の
知
識
の
普
及
を
図
り
、
障
が
い
児
・
者
の
福
祉
の
増
進
を
め
ざ
し
、
地

域
福
祉
の
た
め
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
障
害
児
通
所
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
、
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
三
百
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

愛
谷
堰
土
地
改
良
区
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
住
所
 

理
事
 
箱
﨑
 
健
 
い
わ
き
市
平
山
崎
字
明
シ
内
一
二
七
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
一
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

井
上
用
水
堰
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
渡
邊
 
勝
好
 
 
い
わ
き
市
山
田
町
戸
ノ
内
一
三
二
番
地
 

同
 
 
下
山
田
 
嘉
七
 
同
 
 
市
山
田
町
大
津
二
三
番
地
 

同
 
 
蛭
田
 
和
夫
 
 
同
 
 
市
山
田
町
法
田
八
〇
番
地
 

同
 
 
瀨
谷
 
勝
彦
 
 
同
 
 
市
山
田
町
中
町
四
七
番
地
の
一
 

同
 
 
澤
田
 
進
 
 
 
同
 
 
市
山
田
町
滑
沢
二
番
地
 

同
 
 
芳
賀
 
茂
 
 
 
同
 
 
市
沼
部
町
金
山
一
八
番
地
 

同
 
 
逸
見
 
功
 
 
 
同
 
 
市
田
人
町
旅
人
字
井
戸
沢
四
一
番
地
 

監
事
 
北
郷
 
敬
 
 
 
同
 
 
市
山
田
町
上
野
一
一
二
番
地
の
五
 

同
 
 
相
原
 
豊
 
 
 
同
 
 
市
山
田
町
古
川
六
九
番
地
 

同
 
 
大
井
川
 
英
夫
 
同
 
 
市
山
田
町
井
上
六
番
地
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
下
山
田
 
嘉
七
 
い
わ
き
市
山
田
町
大
津
二
三
番
地
 

同
 
 
蛭
田
 
和
夫
 
 
同
 
 
市
山
田
町
法
田
八
〇
番
地
 

同
 
 
逸
見
 
功
 
 
 
同
 
 
市
田
人
町
旅
人
字
井
戸
沢
四
一
番
地
 

同
 
 
芳
賀
 
茂
 
 
 
同
 
 
市
沼
部
町
金
山
一
八
番
地
 

同
 
 
沢
田
 
廣
平
 
 
同
 
 
市
山
田
町
滑
沢
一
番
地
 

同
 
 
瀬
谷
 
進
一
 
 
同
 
 
市
山
田
町
林
崎
一
三
八
番
地
 

同
 
 
下
山
田
 
一
雄
 
同
 
 
市
山
田
町
大
津
三
二
番
地
 

監
事
 
相
原
 
豊
 
 
 
同
 
 
市
山
田
町
古
川
六
九
番
地
 

同
 
 
大
井
川
 
英
夫
 
同
 
 
市
山
田
町
井
上
六
番
地
 

同
 
 
北
郷
 
泰
 
 
 
同
 
 
市
山
田
町
上
野
一
三
五
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
二
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

平成24年10月19日 金曜日 福 島 県 報 第2429号352



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域
 

 
 
会
津
若
松
市
の
う
ち
神
指
町
大
字
中
四
合
字
小
見
前
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
西
城
戸
西
、
神
指

町
大
字
中
四
合
字
寺
西
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
町
道
下
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
天
満
、
神
指
町

大
字
中
四
合
字
天
満
北
、
神
指
町
西
城
戸
、
神
指
町
大
字
高
瀬
字
高
瀬
、
神
指
町
大
字
高
瀬
字
中
川

原
、
神
指
町
大
字
高
瀬
字
滑
田
及
び
神
指
町
高
瀬
新
田
の
各
一
部
の
区
域
 

二
 
都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域
 

 
 
会
津
若
松
市
の
う
ち
神
指
町
大
字
中
四
合
字
小
見
前
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
西
城
戸
西
、
神
指

町
大
字
中
四
合
字
寺
西
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
町
道
下
、
神
指
町
大
字
中
四
合
字
若
宮
、
神
指
町

小
見
、
神
指
町
西
城
戸
、
神
指
町
大
字
高
瀬
字
五
百
地
、
神
指
町
大
字
高
瀬
字
大
田
、
神
指
町
大
字

高
瀬
字
高
瀬
及
び
神
指
町
大
字
高
瀬
字
滑
田
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
縦
覧
場
所
 

 
 
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
事
業
部
道
路
課
及
び
会
津
若
松
市
建
設
部
都
市
計
画
課
 

四
 
縦
覧
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

五
 
意
見
書
の
提
出
 

 
 
会
津
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
会
津
若
松
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都

市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名

及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
長
又
は
会
津
若
松
市
長
を
経
由
し
て
、

四
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
三
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
相
馬
市
復
興
整
備
計
画
に
相
馬
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
相
馬
都
市
計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
相
馬
都
市
計
画
緑
地
 

２
 
名
称
 
三
号
原
釜
尾
浜
防
災
緑
地
 

二
 
都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
区
域
 

 
 
相
馬
市
の
う
ち
原
釜
字
北
谷
地
、
原
釜
字
仲
田
、
原
釜
字
沼
尻
、
原
釜
字
大
津
、
尾
浜
字
須
賀
畑
、

尾
浜
字
北
ノ
入
、
尾
浜
字
寺
前
及
び
尾
浜
字
二
合
田
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
相
馬
市
建
設
部
都
市
整
備
課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

相
馬
都
市
計
画
緑
地
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
相
馬
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た

意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
又
は
相
馬
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間

内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
四
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
い
わ
き
都
市
計
画
緑
地
 

２
 
名
称
 
七
号
久
之
浜
防
災
緑
地
 

 
 
 
 
 
九
号
豊
間
防
災
緑
地
 

二
 
都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域
 

 
 
い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
代
ノ
下
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
後
三
松
、
久
之
浜
町
久
之

浜
字
東
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
前
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
新
地
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
堀

ノ
内
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
西
町
尻
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
町
尻
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
町
後
、

久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
町
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
北
町
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
中
町
、
久
之
浜
町
久

之
浜
字
須
賀
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
南
町
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
中
浜
、
平
豊
間
字
塩
屋
町
、
平
豊

間
字
八
幡
町
、
平
豊
間
字
柳
町
、
平
豊
間
字
塩
場
、
平
豊
間
字
下
町
、
平
豊
間
字
下
ノ
内
、
平
豊
間

字
兎
渡
路
及
び
平
豊
間
字
合
磯
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画

課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

い
わ
き
都
市
計
画
緑
地
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東
 

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

平成24年10月19日 金曜日 福 島 県 報 第2429号 353



 公
告
第
三
百
五
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
い
わ
き
都
市
計
画
道
路
 

２
 
名
称
 
三
・
五
・
一
二
八
号
久
之
浜
港
線
 

 
 
 
 
 
三
・
五
・
一
七
四
号
豊
間
四
倉
線
 

 
 
 
 
 
三
・
六
・
二
一
○
号
小
名
浜
豊
間
線
 

 
 
 
 
 
三
・
四
・
一
一
一
号
勿
来
小
浜
線
 

二
 
都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
１
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域
 

 
 
 
い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
立
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜

字
町
後
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
北
町
、
平
沼
ノ
内
字
浜
街
、
平
薄
磯
字
北
ノ
作
、
平
薄
磯
字
北
街
、

平
薄
磯
字
須
賀
、
平
薄
磯
字
中
街
、
平
薄
磯
字
南
街
、
平
薄
磯
字
小
塚
、
平
薄
磯
字
宿
崎
、
平
豊

間
字
船
附
、
平
豊
間
字
塩
屋
町
、
平
豊
間
字
八
幡
町
、
平
豊
間
字
塩
場
、
平
豊
間
字
下
町
、
平
豊

間
字
兎
渡
路
、
平
豊
間
字
合
磯
、
岩
間
町
川
田
、
岩
間
町
岩
下
、
岩
間
町
輪
山
、
小
浜
町
台
、
小

浜
町
渚
及
び
小
浜
町
東
ノ
作
の
各
一
部
の
区
域
 

 
２
 
都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域
 

 
 
 
い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
立
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜

字
町
後
、
平
沼
ノ
内
字
浜
街
、
平
薄
磯
字
北
ノ
作
、
平
薄
磯
字
須
賀
、
平
豊
間
字
塩
屋
町
、
平
豊

間
字
塩
場
、
平
豊
間
字
兎
渡
路
、
岩
間
町
川
田
及
び
岩
間
町
岩
下
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画

課
 

２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
六
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
広
野
町
復
興
整
備
計
画
に
広
野
 
葉
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
広
野
 
葉
都
市
計
画
に

定
め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
広
野
 
葉
都
市
計
画
緑
地
 

２
 
名
称
 
一
号
浅
見
川
防
災
緑
地
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
双
葉
郡
広
野
町
の
う
ち
大
字
下
浅
見
川
字
観
音
前
、
大
字
下
浅
見
川
字
川
原
田
、
大
字
下
浅
見
川

字
比
屋
蔭
、
大
字
下
浅
見
川
字
前
川
原
、
大
字
下
浅
見
川
字
本
町
、
大
字
下
北
迫
字
宮
田
、
大
字
下

北
迫
字
久
保
田
、
大
字
下
北
迫
字
北
釜
及
び
大
字
下
北
迫
字
前
川
原
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理

部
企
画
調
査
課
及
び
広
野
町
建
設
課
 

２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

広
野
 
葉
都
市
計
画
緑
地
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
広
野
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
広
野
町
長
を
経

由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
七
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
広
野
町
復
興
整
備
計
画
に
広
野
 
葉
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
広
野
 
葉
都
市
計
画
に

定
め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
広
野
 
葉
都
市
計
画
道
路
 

２
 
名
称
 
三
・
六
・
一
号
下
浅
見
川
下
北
迫
線
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
双
葉
郡
広
野
町
の
う
ち
大
字
下
浅
見
川
字
観
音
前
、
大
字
下
浅
見
川
字
川
原
田
、
大
字
下
浅
見
川

字
比
屋
蔭
、
大
字
下
浅
見
川
字
前
川
原
、
大
字
下
浅
見
川
字
本
町
、
大
字
下
北
迫
字
宮
田
、
大
字
下

北
迫
字
久
保
田
、
大
字
下
北
迫
字
北
釜
、
大
字
下
北
迫
字
東
町
及
び
大
字
下
北
迫
字
大
谷
地
原
の
各

一
部
の
区
域
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三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理

部
企
画
調
査
課
及
び
広
野
町
建
設
課
 

２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

広
野
 
葉
都
市
計
画
道
路
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
広
野
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
広
野
町
長
を
経

由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
八
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
広
野
町
復
興
整
備
計
画
に
広
野
 
葉
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
広
野
 
葉
都
市
計
画
に

定
め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
広
野
 
葉
都
市
計
画
河
川
 

２
 
名
称
 
一
号
浅
見
川
 

 
 
 
 
 
二
号
北
迫
川
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
双
葉
郡
広
野
町
の
う
ち
大
字
下
浅
見
川
字
前
川
原
、
大
字
下
浅
見
川
字
比
屋
蔭
、
大
字
下
浅
見
川

字
川
原
田
、
大
字
下
浅
見
川
字
坊
田
、
大
字
下
北
迫
字
北
釜
、
大
字
下
北
迫
字
久
保
田
、
大
字
下
北

迫
字
前
川
原
及
び
大
字
下
北
迫
字
腰
巻
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理

部
企
画
調
査
課
及
び
広
野
町
建
設
課
 

２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

広
野
 
葉
都
市
計
画
河
川
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
広
野
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
、
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
広
野
町
長
を
経

由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
三
百
九
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
い
わ
き
都
市
計
画
河
川
 

２
 
名
称
 
一
号
大
久
川
 

 
 
 
 
 
二
号
小
久
川
 

 
 
 
 
 
三
号
諏
訪
川
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
立
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字

町
後
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
立
下
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
代
ノ
下
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
川
田
、
久

之
浜
町
久
之
浜
字
後
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
町
尻
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
堀
ノ
内
、
久
之
浜

町
久
之
浜
字
前
三
松
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
新
地
、
平
豊
間
字
塩
場
、
平
豊
間
字
下
町
、
平
豊
間
字

兎
渡
路
及
び
平
豊
間
字
下
ノ
内
の
各
一
部
の
区
域
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画

課
 

２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

い
わ
き
都
市
計
画
河
川
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

         
公
告
第
３
１
０
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
 

則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

10月
19日

 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

                                       

 

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
（
Ｆ
Ｐ
－
Ｗ
Ａ
Ｎ
用
）
 
550台

 
２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
落
札
者
を
決
定
し
た
日
 

平
成
24年

９
月
25日

 
４
 
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
 

株
式
会
社
エ
フ
コ
ム
 
福
島
県
郡
山
市
堤
下
町
13番

８
号
 

５
 
落
札
金
額
 

29,295,000円
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

一
般
競
争
入
札
 

７
 
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日
 

平
成
24年

８
月
14日

 
（
入
札
用
度
課
）
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